　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024年10月
加入者のみなさま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富士通健康保険組合

　　　　　　　　　 　『資格情報のお知らせ』の確認について（ご依頼）

　　　マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、2024年12月2日で健康保険証の新規発行
が終了となり、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード（マイナ保険証）
　　を基本とする仕組みに移行されます。
　
　　　マイナ保険証の本格導入を前に、今般、みなさまに「資格情報のお知らせ」を発行します。
　　「資格情報のお知らせ」には、健康保険の資格情報とマイナンバーが適切に紐づけられている
　　ことをご自身で確認できるよう「マイナンバー（下4桁）」を掲載しています。
　　
　　　今後、安心してマイナ保険証をご利用いただくために、ご自身の情報を「資格情報のお知らせ」
　　にてご確認ください。
　　（この取り組みは、国の施策に基づき、全国の健康保険組合等で実施しています。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1.発行対象者　　2024年9月30日時点で当健保組合に資格情報とマイナンバー情報が
登録されている方

　　　　　　　　　※マイナンバーを会社へ未提供の方でも、健保組合では「番号法第１４条」で
　 　　　　　　　 　住基ネットよりマイナンバー情報を取得することが認められており、登録完了
                    している場合があります。

2.確認方法　　　健康情報システム「ヘルスアップF@mily」にログインし閲覧ください。
［ログイン方法］　　　　　　　　　https://kenpo.jp.fujitsu.com/content/files/health_promotion/Family/
　　　 HP_shikakusetumei.pdf
　　　　　　　　    ※ヘルスアップF@milyは、当健保組合が加入者向けに提供する健康情報
システムです。　
　　
3.確認期限　　　2024年11月28日（木）までにご確認ください。
　　　　　　　　（翌日以降、マイナンバー（下４桁）は非表示となります。）
　　　　　　　
　　　　　 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■なお、確認の際に、万一、記載事項に誤りがあった場合は速やかに以下問い合わせ先にご連絡ください
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　　　ー参考ー（よくある質問）

　　　　　Ｑ１．現在の健康保険証は2024年12月2日から使えなくなるのですか？
　　　　　Ａ１．資格情報に変更がない限りは、経過措置で最大1年間（最長2025年12月1日まで）
　　　　　　　　利用できます。

　　　　　Ｑ２．現在の健康保険証を紛失した場合、経過措置期間中であれば再発行されますか？
　　　　　Ａ２．いかなる場合でも、2024年12月1日で健康保険証の発行は終了するため、
再発行はできません。

　　　　　Ｑ３．「資格情報のお知らせ」に掲載されていない被扶養者がいます。
　　　　　Ａ３．今回ご案内した「資格情報のお知らせ」は、2024年年9月30日までに当健保組合に
                資格情報とマイナンバー情報が登録されている方を対象に通知しております。
　　　　　　　　この条件を満たしていない方には通知しておりません。

　　　　　Ｑ４．2024年9月より前にマイナンバーを会社に提出済ですが、「資格情報のお知らせ」が
　　　　　　　　閲覧できません。
　　　　　Ａ４．なんらかの理由で、マイナンバーの登録が完了していない可能性があります。
　　　　　　　　下記、お問い合わせ先にご連絡ください。

　　　　　その他のFAQも、健保組合ホームページに掲載しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         　以      上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：適用給付グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ先ML: kenpo-shikakujyouhou@cs.jp.fujitsu.com
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